意見書

年　　月　　日

吉岡町長　柴﨑　德一郎　宛て

[bookmark: _GoBack]都市計画法第１７条第２項の規定により、都市計画の案に対し意見を述べる。

１　提出者（法人の場合は、住所の欄に所在地、氏名の欄に商号又は名称及び代表者の職氏名を記載すること。）
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　意見を申し出る都市計画の種類及び名称（意見する都市計画案に○を付すること。）
(1)　吉岡都市計画用途地域の変更（駒寄スマートＩＣ西側周辺地区）
(2)　吉岡都市計画特定用途制限地域の変更（駒寄スマートＩＣ産業団地西第１地区ほか２地区の変更）
(3)　吉岡都市計画地区計画の変更（駒寄スマートＩＣ西周辺地区の追加）
(4)　吉岡都市計画道路の変更（３・４・６号溝祭北下線ほか３路線の変更）
(5)　吉岡都市計画公園の決定（３・３・１号下八幡はるかぜ公園ほか１公園の決定）

３　都市計画の案に係る利害関係（吉岡町内に住所のある者は、記載を要しない。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　意見の内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
